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　平成22年４月の施行に向け、自治基本条例策定検討委員会（川江和男委員長他
９名）において、その素案について検討･協議を進めてきましたが、このたび自治
基本条例（仮称）の素案がまとまりました。
　今後は、素案を公表し広く町民の皆さんの意見を頂きながら、原案策定に向け
て協議していきます。
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　素案に対する町民の皆さまの意見をお聞きし原案策定の参考としたく意見を募
集します。
　広報わっさむ８月号に折込みの和寒町自治基本条例（仮称）素案をご参照のう
え、ご意見をお寄せください。
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　６月25日、自治基本条例策定町民会議が設置されま
した。
　この町民会議は、自治基本条例に多くの町民の意見
を反映させるのが目的で設置され、これまでの自治基
本条例策定検討委員10名に新たに委嘱された町民代表
委員10名の計20名で構成しています。
　７月６日には、第１回目の町民会議が開催され、素
案に対する協議が始まりました。
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１．意見募集の期間
　　　平成21年８月５日（水）～平成21年９月４日（金）
２．意見提出の方法

　住所、氏名、連絡先、コメントを記入のうえ、総務課まちづくり推
進係まで。様式は自由です。

　　※郵送、ファックス、電子メールまたは持参でお願いします。
　　　郵送：〒098-0192　和寒町字西町120番地
　　　　　　FAX：0165-32-4238
　　　　　　電子メール：ki-kikaku@town.wassamu.hokkaido.jp
３．公表資料の入手方法

　広報わっさむ８月号折込みの条例素案のほか、町のホームページで
閲覧することができます。

４．提出意見の取り扱い
　提出いただいた意見を参考にさらに検討を行い、原案を作成してい
きます。意見の概要およびそれに対する回答は公表しますが個々のご
意見に対する直接回答はしませんのでご了承願います。
　なお、今回提出された個人情報は、他の目的では使用いたしません。

第１回町民会議の様子（７月６日）
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